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 更生保護関係団体の代表者が知事を表敬訪問し“社会を明る

くする運動”にかかる内閣総理大臣メッセージを伝達します 
                       

 埼玉県保護司会連合会会長等の県内更生保護関係団体代表者が知事を訪問し、第 76

回“社会を明るくする運動”にかかる内閣総理大臣メッセージを伝達します。 

 

１ 日時 

   令和８年７月 13 日（月）午後２時 ～ 午後２時 10 分 

２ 場所 

  知事室 

３ 訪問予定者 

埼玉県保護司会連合会会長            山喜 光明 氏 

さいたま保護観察所長               田中 大輔 氏 

更生保護法人埼玉県更生保護観察協会理事長 小川 秀樹 氏 

埼玉県更生保護女性連盟会長         中牟田 雅子 氏 

更生保護法人清心寮理事長             西村 穣 氏 

 

４ 更生保護について 

更生保護は、国と地方、保護司などの民間ボランティアが協力し、社会の中で、 

犯罪や非行から立ち直ろうとする人を支援することにより、新たな被害者も加 

害者も生まない社会をつくる取組です。 

５ 社会を明るくする運動について 

  社会を明るくする運動とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行 

をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、 

新たな被害者も加害者も生まない安全で安心な明るい地域社会を築くための全

国的な活動です。 

   令和８年７月８日 

県民生活部 青少年課 
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